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お問い合わせ
☎63・3801

子育て
福祉健康課
お知らせ

ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

難
聴
児
の
補
聴
器

購
入
費
又
は
修
理
費
を

　
　
　
　

助
成
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

の
有
効
期
限
が
10
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。更
新
が
ま
だ
お
済

み
で
な
い
方
は
、お
確
か
め
の
う
え
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、10
月

中
旬
に
役
場
か
ら
更
新
の
案
内
を

お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
18
歳
未
満
の
中･

軽
度

の
難
聴
児（
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が

30
d�以
上
70
d�未
満
）を
対
象
に
、言

語
の
習
得
、教
育
等
に
お
け
る
健
全

な
発
達
を
支
援
す
る
た
め
、補
聴
器

の
購
入
又
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

助
成
額
は
原
則
、基
準
額
の
３
分

の
２
で
す（
非
課
税
世
帯
は
全
額
）。

　

申
請
に
は
医
師
の
意
見
書
や
見

積
書
等
が
必
要
で
す
。購
入
又
は

修
理
を
検
討
さ
れ
る
方
は
、事
前

に
子
育
て
福
祉
健
康
課（
☎
６
３･

３
８
０
１
）ま
で
。

お問い合わせ
☎63・3800

住民生活課
お知らせ

本
人
通
知
制
度
に
つ
い
て

　

日
高
町
に
住
民
登
録
や
本
籍
の
あ

る
方
な
ど
が
事
前
に
登
録
す
る
こ
と

に
よ
り
、住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄

抄
本
な
ど
の
証
明
書
を
、本
人
な
ど

の
代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場

合
に
、そ
の
交
付

の
事
実
を
通
知
す

る
制
度
で
す
。

●
制
度
を
利
用
す
る
に
は

　

本
町
に
住
民
登
録
や
本
籍
が
あ
る

方
、も
し
く
は
過
去
に
あ
っ
た
方
が
、

住
民
生
活
課
へ「
日
高
町
本
人
通
知

制
度
事
前
登
録
申
請
書
」を
提
出
す

る
こ
と
で
利
用
で
き
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
物

　

本
人
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
書
類

と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

※�

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、代
理
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

●
通
知
内
容

　

交
付
年
月
日
、証
明
書
の
名
称
、交

付
請
求
者
の
種
別
等

●
開
示
請
求
に
つ
い
て

　

第
三
者
へ
の
住
民
票
の
写
し
等
を

交
付
し
た
内
容
に
つ
い
て
、日
高
町

個
人
情
報
保
護
条
例
の
範
囲
内
で
、

本
人
が
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、住
民
生
活
課（
☎

６
３
・
３
８
０
０
）ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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イ
ノ
シ
シ
、シ
カ
と
い
っ
た
野
生

鳥
獣
の
被
害
に
加
え
て
、近
年
ニ
ホ

ン
ザ
ル
の
出
没
も
増
え
て
き
て
お

り
、
目
撃
や

被
害
が
多
く

な
っ
て
い
ま

す
。
集
落
全

体
の
問
題
と

と
ら
え
、鳥
獣
害
対
策
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

11
月
15
日（
月
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同
相

談
所
を
日
高
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン

タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１
時
か
ら

４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会
会

長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、人
権

擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
の
方
々

で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

　

10
月
１
日
に
、前
田
幸
伸
氏
が
新

た
に
教
育
委
員
に
任
命
さ
れ
ま
し

た
。任
期
は
４
年
間
で
す
。

　

教
育
委
員
会
は
、町
議
会
の
同
意

を
得
て
、町
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

た
教
育
長
及
び
４
人
の
委
員
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、町
長
部
局
か
ら
独
立
し
て

設
置
さ
れ
た
合
議
制
の
執
行
機
関

で
、生
涯
学
習
、教
育
、文
化
、ス
ポ
ー

ツ
な
ど
幅
広
い
施
策
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

教
育
委
員
を

紹
介
し
ま
す

お問い合わせ
☎63・3804

産 

業 

建 

設 

課

お
知
ら
せ

鳥
獣
対
策
を

行
い
ま
し
ょ
う

■
集
落
を
エ
サ
場
や
安
全
な

　
　
　
　
　

場
所
に
し
な
い
よ
う
に

　

収
穫
し
な
い
よ
う
な
農
作
物
な
ど

も
エ
サ
と
な
り
ま
す
。労
せ
ず
栄
養

価
の
高
い
エ
サ
が
食
べ
ら
れ
る
と
認

識
し
て
し
ま
う
と
鳥
獣
被
害
や
個
体

数
の
増
加
の
要
因
と
な
り
ま
す
。

　　

左
記
の
対
策
を
行
う
こ
と
で
被
害

の
減
少
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

・�

収
穫
後
の
放
置
果
樹
や
稲
刈
り
後

の
ひ
こ
ば
え（
二
番
穂
）の
除
去

・�

野
菜
く
ず
や
残
飯
な
ど
の
生
活
ご

み
を
放
置
し
な
い

・�

耕
作
放
棄
地
や
藪
な
ど
の
隠
れ
る

場
所
を
な
く
す

お問い合わせ
学校教育�班�☎63・2038
生涯学習班�☎63・3812

教
育
委
員
会

お
知
ら
せ

教 

育 

委 

員 

会

お
知
ら
せ

前田　幸伸さん（中志賀）
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